
 

 

 

 

「茂原市学校再編基本計画【第二期】」とは？ 
 

 

 

 

 

 

茂原市立小中学校の学校再編に係る計画体系 

意見等の募集期間 

令和８年６月１日（月）～30日（火） 

資料の閲覧場所 

・教育総務課（市役所９階） ・情報公開コーナー（市役所１階） 

・本納支所 ・市公式ウェブページ 

意見を提出できる方 

・市内に住所を有する者・市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体 

・市内に存する事務所または事業所に勤務する者 

・市内に存する学校に在学する者  ・本案件に利害関係を有するもの 

意見等の提出方法 

・教育総務課へ直接持参（受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く９時 00分～16時 30分） 

・郵送 ・ファックス ・電子メール 

意見の提出先 

〒２９７－８５１１ 茂原市道表１番地 茂原市教育委員会 教育総務課（市役所９階） 
メール：k-soumu2@city.mobara.chiba.jp  

 
 

令和８年６月発行 
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学校再編の 

基本的な考え方 
 

 
 

 

具体的な統合計画   
 

 

【お問い合わせ】 
茂原市教育委員会 教育総務課 学校再編推進室 

電話：０４７５－２０－１５５７ ＦＡＸ：０４７５－２０－１６０７ 

臨 時 号 

学校再編基本計画 

第一次実施計画 第二次実施計画 

基本計画【第二期】 

パブリックコメントを実施しています！ 

茂原市学校再編基本計画【第二期】の策定に向けて、広く市民の皆様から御意見をいた

だくため、パブリックコメントを実施しています。 

令和８年度から令和 17年度までの 10年間における学校再編の基本的な考え方を示す計

画です。（統合校の組合せを示す計画ではありません。） 

児童生徒数の減少から学校の小規模化が進む中、子供たちの充実した学びを展開できる

教育環境を確保するため、学校再編に関して、“学校規模ごとの基本的な方向性”や“検討

の進め方”について定めるものです。 

今回策定する計画 

茂原市マスコットキャラクター 

「モバりん」 

 

資料や意見提出様式について、

こちらから市公式ウェブページ

にアクセスできます 

回覧 


